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      写真：環境省「災害時におけるペットの救護対策ガイドラインより」



災害時には、何よりも人命が優先されます。しかし、ペットは家族

の一員であるという意識が根付いた昨今、災害時に自宅に置いてき

たペットのために家に戻った飼い主が二次災害にあったり、避難所

においてペット受け入れを拒否された飼い主が車上生活を余儀なく

されたりした結果、エコノミークラス症候群に陥った事例がありま

した。 

また、ペットを放浪状態のまま放置することで、住民への危害をも

たらす恐れもあります。これらの災害の教訓として、飼い主とペット

が安全に避難するためには、まず飼い主自身の安全を確保すること

が大前提となります。  

ペットと飼い主の防災対策については、  

これまで全国で発生した大規模災害における  

ペットの対応状況を踏まえ、環境省が「人と  

ペットの災害対策ガイドライン」を平成 30 年 

３月に策定しています。 

  本市においても、ペットを連れた飼い主が 

「同行避難」した場合に、円滑にペットと避難者を受け入れることが

できるよう基本的な方針を定める必要があると考え、行動指針を作

成するものです。 

 

地震等の災害に備え、皆さんは日頃からどのような対策をされて

いますか。災害時には、人だけでなくペットも危険にさらされます。  

自分のペットを守るだけでなく、周囲の迷惑にならないよう管理

するのは飼い主の責任です。また、ペットを飼っている人はもちろん、

地域の皆さんにも広く「ペット同行避難」に  

ついて理解してもらい、避難先で混乱が生じ  

ることのないよう、日頃から防災用品の準備  

やしつけ、迷子対策を行い、災害に備えまし  

ょう。  
 

 

環境省のホームページ

にも詳しい情報が掲載

されています。  



ペット同行避難とは、被災時に避難所等へペットとともに避難す

ることです。避難行動を示す言葉であり  

避難所内で飼い主がペットと同室での  

生活や同居を意味するものではありま  

せん。  

ペット同行避難は、動物愛護の観点  

のみならず、放浪動物による人への危  

害防止や生活環境保全の観点からも必  

要な措置です。  

 ⑴ 同行避難の対象動物 

   同行避難として避難所で対応できるペットは、原則として犬や

猫などの小型の哺乳類、鳥類を対象とします。人に危害を加える恐 

        れのある大型動物や危険動物、ワニやヘビ等の 

特定生物などの動物は、避難所での受け入れは  

できません。避難所へ収容できない動物を飼わ  

れている方は、平時から受け入れ先を定めてお  

くことが必要です。 

 ⑵ 避難先・避難行動等について 

被災状況等により、次の避難行動について検討・準備しましょう。 

  ア 在宅避難（自宅で避難生活を行うこと） 

    被災後、自宅が安全と判断できれば、ペットとともに在宅避難

でも構いませんが、近隣の被災状況を確認し、飼い主自身の安全

を確かめましょう。  

    また、災害の大きさによってはライフラインの復旧が遅くな

る場合もあります。平常時に備えていたペット用の備蓄品等が

不足する場合も考えられますので、近所の方や避難所へ状況を

報告しておくことも必要です。  

イ 一時預け先や避難所への避難 

  自宅にいることができなくなった場合は、避難所や親戚宅等

へペットと同行避難することが考えられます。ペットに必要な

用品は飼い主が責任を持って携帯し、ペットは逃げ出さないよ

う必ずリードを着けるか、ケージなどに入れて避難しましょう。 

写真：環境省  東日本大震災における  
被災動物対応記録集より  



なお、避難所へのペットの受け入れは、受け入れスペースなど

の関係もあり、避難所運営責任者の判断になることもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 車の中での飼養 

  飼い主もペットとともに車中泊する場合や、  

ペットだけを車の中で飼養する場合があります。  

車中での飼養では夏季の熱中症やエコノミーク  

ラス症候群等への対策と注意が必要です。  

また、長時間車を離れる場合には、ペットを  

車中以外の安全な飼育場所に移動させるなどの  

配慮が必要になります。  

エ ペットのみ自宅等にて飼養 

    災害により、ペットを避難させることが困難であると判断し、

やむを得ず、自宅等にペットを置いてきた場合には、次のように

対応しましょう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



≪避難先・避難行動等のイメージ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑶ ペットと離れた場所にいた場合 

   災害発生時に外出しているなど、ペットと離れた場所にいた場

合は、飼い主自身の被災状況等を考えて⑵のうちいずれかの判断

をしましょう。  

 ⑷ ペットがいなくなった場合 

   災害により、万が一、ペットが逃げ出したり、同行避難中にはぐ

れてしまった場合には、ペットについての情報等を必ず市役所、も

しくは愛知県動物愛護センターに届け、飼い主自身で責任を持っ

て探すように努めましょう。  

 

避難所内でのペットとの住み分け一例 

 



  ※ 連絡先  

   ①  市役所環境政策課  0536-23-7690 

        鳳来総合支所  0536-22-9931 

        作手総合支所  0536-25-7875 

   ②  愛知県動物愛護センター 東三河支所  0532-33-3777 

〒441-8077 豊橋市神野新田町字京ノ割 50-2 

   ③  新城警察署で保護されている場合もあります。  

                       0536-22-0110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑴ 災害に対する準備 

災害はいつ起こるか分かりません。いざという時にあわてない

ように日頃から準備をしておきましょう。  

災害が起きたとき、どこへ避難すればよいのか、避難経路はどう

なっているのか、家族でどのように連絡をとるのか、何を持ち出す

のか、ペットをどうするのか、家族でよく話し合っていつでも対応

できるようにしておくことが大切です。  

 



例えば…  

 家族の集合（避難）場所を決める。  

 連絡方法を決める。  

 親戚、知人の連絡先を家族で確認する。  

 子どもだけ、動物だけで留守番をしているときに、声を掛け合っ

たり様子を見てもらったりできるよう、普段から近所の人たちと

のコミュニケーションをとる。  

 動物に迷子札をつける。特に屋外で  

飼っているペットや屋内でフリーに  

しているペットには必須。  

 ⑵ 安全な住環境の確保 

地震が起きると、家具などが転倒し、避難経路がふさがれ避難が

遅れたり、窓ガラスなどの破損でガラスの破片を踏み、ケガをする

ことが考えられます。飼い主とペットのために生存空間の確保を

図りましょう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑶ 日常のしつけとマナー 

犬や猫を収容施設等に預ける場合、適切な取り扱いを受けるた

めには日常のしつけが大切になります。  

  ア 非常時には、ケージでペットを飼養する  

ことが考えられます。普段からケージに慣  

れさせるようにしましょう。  

イ 避難場所は日常の環境と異なるため、おびえて鳴いたり、暴れ

たりすることが考えられます。犬の場合は、普段から無駄吠えな

どをしないようしつけましょう。  



ウ ペットに所有者明示をすることは必須条件です。犬の鑑札や

迷子札をつけたり、マイクロチップを挿入するなどして所有者

明示をしましょう。  

エ 放し飼いや糞尿の不始末は、周囲に大きな迷惑をかけます。普

段からルールを守って地域の人に愛されるように飼いましょう。 

⑷ 防災用品 

ペットのための防災用品として、「命にかかわるもの」、「他のも

のでは代用できないもの」を準備しておく必要があります。  

  ≪餌と水 ≫  

ドライフードなど、長期保存が可能なもの。 

療法食（尿石用、アレルギー用など）の場合は 

特に重要です。また、犬や猫以外の特殊なペット 

の餌は救援物資として手に入ることはほとんどな 

いと考え、多めに用意しておきましょう。 

 

 

 

 

≪常備薬・処方薬≫ 

かかりつけの動物病院が被災し、診療を 

受けられなくなることも考えられます。 

ペットの薬は数日分を余分に用意しておくと 

よいでしょう。（処方箋のコピーと一緒に薬袋にいれ、防水袋に入れましょう。） 

≪飼い主や動物の記録≫ 

   動物の既往歴や健康状態、飼い主の連絡先などを記録したもの

は、ペットを収容施設に預けるときに必要となります。 

≪リード、キャリーバック、ケージ≫ 

災害の後はがれきやガラスの破片などで危険がいっぱいです。 

また、過酷な状況でペットが興奮して人を襲うことも考えられ

ます。必ずリードで係留しましょう。キャリーバッグやケージは、

寝床に使用できるので重宝します。 

 

 



≪動物の写真≫ 

迷子になったときに探す手がかりになります。 

また、飼い主である証明にも役立ちます。 

≪糞取り袋、ペットシーツ、新聞紙≫ 

周囲に迷惑をかけないようにするため、 

糞尿の始末は必須条件です。 

≪食器≫ 

水の使用ができない場合を考え、使い捨ての 

ものがよいでしょう。 

≪ポリ袋≫ 

ごみ袋としてはもちろん、食器代わりに使うことも可能です。 

  ≪あると便利なもの≫  

  ○毛布・バスタオル 

防寒や清掃に使うことができます。 

○手入れ用品 

ペットを清潔に保つため、ブラシ、コーム、ドライシャンプー、

消臭剤、ウエットタオルなどを用意するとよいでしょう。 

○おもちゃ 

ペットを落ち着かせるのに使えます。 

○ビニールシート 

風よけや雨よけになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



≪チェックシート≫ 

  

⑴ しつけと健康管理 

⑵ ペットのための準備 

 

 



⑶ その他の準備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



≪資料編≫ 

避難所へペットと同行避難する際は、次のような書類を整えておく

とスムーズに受付できます。  
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